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観光庁

観光圏整備と
観光地域づくりプラットフォームについて

平成22年5月31日
観光庁観光地域振興課

観光回の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に蘭する法律倖成20年法律第3g号） 　　th
観光

国内外からの観光客が2泊3日以上の滞在型観光をできるような観光エリアの整備を促進するための「観光圏蓑備法jを制定．

成立：平成20年5月16日（全会一致）　施行：同年7月23日

基本方針

・増加する訪日外国人観光旅客の受け皿たる観光地の整備と滞在型競光の振輿を図るため、観光地が相互に戦略的に連Ut（．観光圏を形成）．

t「観光地間の遠携」、r地域の帽広い産粟間の違携」、「国・地方公＃団体と民間主体間の連携」の三つの連携を促造．

観光協会 ⑳）［二睡二コ（⑭ 商工会 NPO 等

・圏域詮休を紹介する地回・パンコ

レット作製やホームページ立ち上

時

宿泊の魅力向k

・違泊・田埴内転泊プランの

企回立案・広報亭

・滞在力を哀める農粟休験．7

ウトドア等の体験メ＝『尭
のための専門蜜招罰等

・圏軍全体の㈱を多＃蹄＝　　・菜在を促逢する早朝・夜阻

よLJE内するための研修の　　　の新たなイベントの企面・

冥施等　　　　　　　　　蹄苓

　　　　　　　　　　　　　　・言態ト．．L箇じi’／’1：「㌧L‘．．　1（協諸会が策定）

事業者が共同して観光圏整備事薬を実施するための計画を作成L国土交通大臣に共同で認定申折

・宿泊施設力頃施する旅行案看maf：係る旅行

案法の特例

　　巨　　，　．　　念：　・

・蓮送事業閏係の手続緩和の特例 ・国による必妻な助言、指専その他の橿助
等

域の， ヒ’じた　”立の
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観光

広域的な連携・役割分担による観光地づくりの成功事例を早期に構築するため、国内外からの観光客の
2泊3日以上の滞在型観光が可能な「観光圏」の形成に向けた地域の関係者の連携による取組を支援。

情報提供の充実

・囲域全体を紹介

する地回・パン

フレット作製や

ホームベージ

立ち上げ等

宿泊の魅力向上

・浬泊・国域内

鵠莚2猷
報等　　　　　一一．
　　　　　＿〔　　　　　　一　　　　　，

B市

弓亮罐理．
・滞在を促進する早朝・夜

一國．～e

A市

D町

蟷

C町

⌒地区 ｨ認
　　　　　　　　　　Ψ

E村

観光案内の充実

函

観光圏整備に対する支援

ホテル・旅館による旅行莱肴代理秦の特例

⇒＝る闘甑の葺ぷ罐砺を可階と’．
　縦鋤灘畜オ
O　山1・，　化法の
液光圏内の農山漁村における丈流施設竪備にっいて、農山漁

村活性化プロジェクト支援交付金のf付が可能

⇒ELem＃etssc・雄⇔一銚く齪る荘）仁ユー
の盤
oム’整についての
社会責本整備にお［ナる、景観整備、i内漂識整備鵠の奉業に
よる観光圏整備＄票との遠携・配慮

⇒ハーFVav　Sdif＝OSthVSXerveveUtカre±

・宿泊施設の整備に係る貸付制度（財投）

・共逝乗－船券

・昆定観光園案丙所
・同隙観光ホテル整借法等の特例

観光案内所の整備

・固墳全体の情報を提供する

多言語対応の匁光案内所

の是借等

　　　　観光旅客のニーズをふまえた

効言取鯉竺∠1
国際鼓争力の高い魅力ある観光地の形成

　　　　　　　　↓
　内外紅光客による2泊3日以上の
　　　　よリ長期の滞在を拡大

　　　　　　　　↓
　　　　地域経済の活性化　　　　　　　2

観光圏整備実施計画認定地域（45地域）
（平成22年4月28日現在）
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（参考）第2回観光圏連絡協議会の開催について（平成21年11月30日）

交換・情報共有・成果発表・相互協力促進のため、第2回観光圏連絡協議会を開催。

観光

O日時
平成21年11月30日（月）

o場所
国土交通省IO階共用大会議室

O参加者臼67名）
・観光圏協議会73名（全30地域の観光圏から出席）・観光圏整備事業検討会委員3名・1日国際観光テーマ地区等推進協識会会員6名

・農林水産省本省3名、地方農政局8名　・地方整備局S名・地方運輸局9名　・事業総括調整官室4名　・観光庁20名

・旅行業界18名C14it）・プレス3名・傍聴者14名

o説明
①観光圏の整備について（観光庁観光地域振貝課）

②観光圏における旅行会社との違携
　　〔TIJ国内観光旅行活性化部会）

③観光圏における社会資本整備等に関する

　連絡会諸の実施状況（総合政策局）
④観光関係者と農村地域の違携の推進

　　（農林水産省）

o事例発哀
・観光圏における組織体制の整備

　（富良野・美瑛広域観光圏）

o商品説明
①南房総観光国
②平戸・佐世保・西海ロングスティ

　観光圏

・パンフレットについて利用者の親点に立ち．親花的なものではなく、体験的なものに絞って作成したc

・別用肴の目線にたった利用しやすい旅行商品の造Mが必憂．ファムトリップも旅行ft社が商品造威する前の10月に開催した．

・爺行会牡からは．商品の造成上で置先目の1雨賂田るt：th、鯖自施設及び交血置聞を含めた窓口の一元化が必芸、
・旅行商晶にっいては、季節が必要なので．スケジュール感とスピード陛をもって造随してほしい．そうでないと取り上げるのは難しい。

「旦ニニー二

光圏に叔土る紘＝』llukg窓ロー．整備の必要4生＿．．．，，一一
Ix

観光

観光圏整備に必要なアイテム

　　圏域内の

着地型旅行商品

圏域内全体のマップ、

　パンフレット、HP
統一的な窓口

⑳⑧ ／⑥

特に、発地旅行会社からの要望の強い「統一的な窓ロ」の整備については、次のようなレベルで

整備が進んでいるが、旅行会社との契約ができるレベルに達している地域はまだ少ない。

〔窓口のレベル〕

　i）観光圏内の問い合わせに対して対応することが出来る。

ii）観光圏内の観光素材、着地型旅行商品の紹介が出来る。
iii）旅行業の登録を行．う等により旅行主紅：1．ih塘商品1二－国して立殖i閣吉…、契約・販売が出宗る・

　　　（ex．ふらの観光協会（富良野・美瑛広域観光圏）、（株）観光販売システムズ（伊勢志摩地域観光圏）、

　　　　近江屋ツアーセンター（びわ湖・近江路観光圏））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．■　　一一一1－＿一

観光圏で造成した着地型旅行商品を市場に流通させるために1ま、

　　　　　　　　　　　窓口のレベルの向上が必要 5
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現状
（腺題）

解決策

O旅行者のスタイルは、従来のr団体旅行・物見遊山型1から「個人旅行・参加体験型」ヘシフトしている。

Oしかしながら、従来同檬に、集客は旅行会社が造成するツアーに委ね、受け身的に対応する地域が多く、地域責源を活用して「個人

旅行・参加体験型」に対応し、自立した観光地域づくりにEっている地域は少ない。

○このため、地域資源を活用したニューツーリズム箇曼の市場流通が進んでいない．

○観光産業だけにととまらず、農林水産業、地場産業、流通加工業などの従事者や行政、NPOなど、地域に係る関係者が広く参加し

た中間支援組織もしくは事業主体1観光地域つくリプラットフォーム）を設け、地域全体が自立し、持統的に成長発展していけるよう、

地域資源を活用したサービスや商品を新たに生み出し、地域の外に向かってそれらを販売していくことが亘要．

Oまた、この場を有効に機能させるためには、計回作りや総合溺整を担う中核人材の育成が極めてー要、

＜具体的な支橿方法≧

業‡1：㌫鵠2霧豆㌫1

・代理店等と地域の施設等が直接契酌
・自治体・地元の産莱昇のネットワークが希醇

・地域の取組に催績性なし

罐驕（識 ／

　　　（観光地域つくリプラットフ＊一ム）

　・市場㈹理店、旅行君等）と地域をっなぐ霞口組織として一休化

　・地域の取組に持続性あり

「

観光地域づくりプラットフォームのイメージ
　　　Jxs・　観光庁

　　光地域づくりプラットフォーム

（形態は、NPO、　LLP、株式会社． 凵j

　・旅館業

　・観光協会

濃業協同組合
・まちづくりNPO

　・商工会
　　．噛治体．

　　・衷学

観光施設の委託事業
　E観光案内所の運営
　・公共観光施設の運営

魅力的な物産S土産品の開発・販売

　・地域ブランド産贔の販路開拓

　・地産地消レストランの運営

地域の観光魅力の情報発信
　・観光パンフレットの作成

　・インターネットによる惰報発信

第3種旅行業の規制緩和を
生かした着地型旅行商品の
　　　開発・企画・販売

地域観光動向調査の実施
　・入込客、満足度調査
　・地域ブランド産品の市場調査

魅力的な体験プログラムの開発・企画

　・予約・受付・手配の一元的管理

・在庫管．理・晶質管理・クレーム処理

観光振興を担う人材の育成
　・ホスピタリティ向上研修

　・観光関連学科との違携

プットフォームの
を　保
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